
業務仕様書 

１ 業務名 

  東老人福祉センター加圧給水ポンプユニット更新業務 

 

２ 業務概要 

  東老人福祉センターにある加圧給水ポンプユニットについて、経年劣化によりポンプ２台のう

ち１台が故障し、安定的な給水が困難なため、保全業務を実施する。 

 

３ 履行場所 

  札幌市東老人福祉センター（札幌市東区北 41 条東 14丁目 1-1） 

 

４ 履行期間 

  契約締結日から令和７年３月 31 日まで。  

 

５ 現場条件 

 ⑴ 作業日程及び作業時間については、契約後速やかに担当課及び施設責任者と協議し、施設業

務に支障のないよう円滑な進行を図ること。 

⑵ 作業にあたっては、施設利用者、施設職員の安全対策を行うこと。 

⑶ 業務従事者は、十分な経験を有した者が実施すること。 

 

６ 業務内容 

⑴ 下記について交換すること（同等品可）。※作業場所等については別添図面を参照 

名称 型番等 メーカー 数量 

加圧給水ポンプ 40BIPME51.5、200V ㈱荏原製作所 １台 

防振架台交換 DFG-1A ㈱荏原製作所 １台 

ゴム製フレキシブル継手 80A タフレックス ㈱TOZEN １個 

ゴム製フレキシブル継手 50A タフレックス ㈱TOZEN １個 

⑵ 交換後、試運転調整すること。 

⑶ 当該業務にて発生した産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等（マニ

フェスト制度）に基づき適正に処分すること。 

 

７ 提出書類 

提出時期 書類名 備考 

現場着手前 業務計画書  

完了時 

完了届 ・札幌市の様式によること 

業務報告書 

・写真 

・マニフェスト伝票の写し 

・写真については、給水ポンプユニット（新・

旧）、作業（前・後）を基本とする 

・マニフェスト伝票については履行期間内に 

提出すること 



８ その他 

⑴ 業務内容を履行するための養生・清掃費、運搬費、消耗品及び雑材料は受託者負担とする。 

⑵ 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。 

⑶ 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。 

⑷ 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の

利用に留意すること。 

⑸ その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂

行すること。 

⑹ 故意又は過失により、施設設備等に破損等の事故があった場合は、すみやかに受託者の責任

において修復すること。 

⑺ 産業廃棄物の処理を行ったものについては、マニフェスト伝票の写しを提出すること。  

⑻ 委託者が運用している環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。 

⑼ 本業務の実施について、業務仕様書に定められていない事項については、本市業務担当職員

との協議によること。ただし、機能上必要と思われるものは、受託者の責任において処理する

こと。 

 








